
【福岡労働局長登録教習機関第１４号】     公益社団法人 福岡県労働基準協会連合会 八幡支部 

【登録有効期限 ２０２４年３月３０日】（３月末更新予定）            （八幡労働基準協会） 

 『高所作業車運転技能講習』のご案内 

高所作業車（作業床１０ｍ以上）の運転業務に従事する場合は、労働安全衛生法に基づく資格が

必要です。当協会では、高所作業車（作業床１０ｍ以上）の運転業務に従事できる資格取得と

当該作業おける労働災害防止を図るため、作業の基本的な知識・技能を身につけて頂くこと

を目的に下記のとおり講習会を開催致します。 

１．実施日 

回 日   程 回 日   程 

第 1 回 ２０２４年 ４月１５日～１６日（月～火） 第７回 ２０２４年１１月１５日～１６日（金～土） 

第 2 回 ２０２４年 ５月１７日～１８日（金～土） 第８回 ２０２４年１２月１３日～１４日（金～土） 

第 3 回 ２０２４年 ６月１１日～１２日（火～水） 第９回 ２０２５年 １月１４日～１５日（火～水） 

第４回 ２０２４年 ７月１８日～１９日（木～金） 第１０回 ２０２５年 ２月１７日～１８日（月～火） 

第５回 

 

 

２０２４年 ９月１７日～１８日（火～水） 第１１回 ２０２５年 ３月１８日～１９日（火～水） 

第６回 ２０２４年１０月２８日～２９日（月～火）   

２．会場 

福岡県労働基準協会連合会 戸畑会場（北九州市戸畑区中原 46-1） 

３．講習内容 

  科   目 時   間 

1 日目 

作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ５時間 

8:30～ 関係法令 １時間 

運転に必要な一般的事項に関する知識 ２時間 

2 日目 作業のための装置の操作 ６時間 8:00～ 

  ※上記内容のほかに、２日目に学科試験及び実技試験があります。 

  ※上記の講習内容は、下記、受講区分Ｂ（講習時間１４時間）を対象とした内容です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．受講料・テキスト代（消費税１０％を含む）                 （単位：円） 

受講区分  講習時間  受講料  テキスト代  合  計  

Ａ  

移動式クレーン運転士免許

を受けた者、小型移動式クレ

ーン運転技能講習を修了し

た者 

１２時間  

税込み  

38，500 

（税抜き  

35,000）  

税込み  

1,650 

（税抜き  

1 ,500）  

税込み  

40,150 

（税抜き  

36,500）  

Ｂ  

建設機械施工技術検定に合

格した者、自動車運転免許

（大型特殊・大型・中型・普

通）を有する者、フォークリ

フト、ショベルローダー等技

能講習、車両系建設機械（整

地等・基礎工事用・解体用）

運転技能講習、不整地運搬車

運転技能講習を修了した者 

１４時間  

税込み  

39,600 

（税抜き  

36,000）  

税込み  

41,250 

（税抜き  

37,500）  

５．免除科目 

上記、受講区分Ａ（講習時間１２時間）の免除科目は、 

「運転に必要な一般的事項に関する知識」２時間となります。 

６．受講資格：年齢 満１８歳以上 

 

７．申込み方法及び受講料等のお支払いについて 

※受講申込み前に必ず講習会の空き状況を事務局までお問い合わせください。 

    事務局：八幡労働基準協会 

    住 所：〒805-0058 北九州市八幡東区前田 1520-16 

 ミドリ安全北九州㈱２階  

    ＴＥＬ：０９３－６６１－５２８８  ＦＡＸ：０９３－６６１－５２９９ 

 

  申込手順の詳細については、八幡労働基準協会ホームページに掲載の 

  「技能講習 受講申込方法（№１～８）」に記載していますので、そちらを必ず 

ご確認の上、手順に従って、申し込みください。 

   なお、キャンセル発生時には、キャンセル料を頂きますので、ご了承ください。 

 

 


